
下水排除基準(所沢市) 
                                                                               Ｒ６．４．１改定 

                         事業場別  特定事業場 特定事業場以外 

                            排除量別 

    項      目 

下水排除基準    排除量：ｍ3／日 

∞   50   30   10  0 

   排除量：ｍ3／日 

∞   50   30   10  0 

条 温 度    ４５℃以下 ※  ※   

 アンモニア性窒素､亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 ３８０未満     

 水  素  イ  オ  ン  濃  度 （ ｐ Ｈ ）  ５以上９以下 ※ ※ ※ 

例 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ Ｂ Ｏ Ｄ ）    ６００以下        

 浮  遊  物  質  量 （ Ｓ Ｓ ）    ６００以下       

の よ う 素 消 費 量    ２２０以下  ※   (適用除外)  ※   (適用除外) 

 ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 鉱  油  類         ５以下  ※ ※   ※  

基 抽 出 物 質 含 有 量 動植物油脂類      ３０以下  ※ ※   ※  

 窒 素 含 有 量    ２４０以下       

準 燐 含 有 量     ３２以下        

 銅 及 び そ の 化 合 物     ３以下      

 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物     ２以下     

 ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物     ２以下     

政 フ ェ ノ ー ル 類     ５以下     

 鉄 及 び そ の 化 合 物 ( 溶 解 性 )     １０以下     

 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 (溶 解 性 )     １０以下       

 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物    ０.０３以下      

 シ ア ン 化 合 物     １以下   

令 有 機 燐 化 合 物      １以下   

 鉛 及 び そ の 化 合 物    ０.１以下   

 六 価 ク ロ ム 化 合 物    ０.２以下   

 ひ 素 及 び そ の 化 合 物    ０.１以下   

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  ０.００５以下   

 ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと   

の ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル （ Ｐ Ｃ Ｂ ）  ０.００３以下   

 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン    ０.１以下   

 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン    ０.１以下   

 ジ ク ロ ロ メ タ ン    ０.２以下   

 四 塩 化 炭 素   ０.０２以下   

 １ , ２ - ジ ク ロ ロ エ タ ン   ０.０４以下   

基 １ , １ - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン      １以下   

 シ ス - １ , ２ - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン    ０.４以下   

 １ , １ , １ - ト リ ク ロ ロ エ タ ン     ３以下   

 １ , １ , ２ - ト リ ク ロ ロ エ タ ン   ０.０６以下   

 １ , ３ - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン   ０.０２以下   

 チ ウ ラ ム   ０.０６以下   

準 シ マ ジ ン   ０.０３以下   

 チ オ ベ ン カ ル ブ    ０.２以下   

 ベ ン ゼ ン    ０.１以下   

 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物    ０.１以下   

 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 １０以下   

 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 ８以下    

 １ ， ４ - ジ オ キ サ ン ０.５以下   

 ダ イ オ キ シ ン 類  １０以下    

(注)１  単位は､温度(℃)､ｐＨ､ダイオキシン類(pg-TEQ/Ｌ)以外は､すべてmg/Ｌで示す。 

    ２  表の色の根拠は下記のとおりです。 

     法12条の2第1項 

 

法12条の2第5項(条例10条) 

      法12条の11第1項 

      (条例10条の3)       

       法12条 

 

(条例10条の2)(雨水管にも適用可) 

処理場放流水の水質確保 

 ↓ 

直罰 

処理場放流水の水質確保 

 ↓ 

除害施設の設置等 

下水道の機能、施設の保全 

 ↓ 

除害施設の設置等 

  ３ ダイオキシン類の直罰は、ダイ特措法水質基準対象施設に係わる特定事業場のみです。 

    ４ 政令の基準は､下水道法施行令第9条の4による。条例の基準は､下水道条例第10条､第10条の2及び第10条の3による。なお適用除外に

係わる排除量(裾切り)は下水道条例施行規則第9条及び第10条による。 

  ５ ｐＨから燐含有量までに係わる直罰対象適用除外の排除量は､「排水基準を定める総理府令」により、50ｍ3／日未満をいう。また銅

及びその化合物からふっ素化合物に係わる直罰対象適用除外の排除量は､埼玉県の｢水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基

準を定める条例｣により、10ｍ3／日未満をいう。 

※ 


